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規 則

消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年１０月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９７号

消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規則
消費生活協同組合法施行細則（昭和２３年北海道規則第１０２号）の一部を次のように改正す
る。
第１条第１項中「総会」を「、総会」に改め、「これを」を削り、「届け出でなければ」
を「届け出なければ」に改め、同条第２項中「（以下法という）第４３条第１項第２号（規約
の設定等）、同項第４号（事業計画）、同項第５号（収支予算）及び同項第８号（事業報告
書等）の書類」を「（昭和２３年法律第２００号。以下「法」という。）第４０条第１項第２号、
第４号、第５号及び第７号の事項」に、「その書類」を「関係書類」に改め、「これを」を
削る。
第５条を削る。
第６条中「次の場合」を「、次の場合」に、「届け出でなければ」を「届け出なければ」
に改め、同条ただし書中「第４号」を「、第４号」に改め、同条第１号中「終わったとき」

を「終えたとき。」に改め、同条第２号中「因り」を「より」に、「若しくは」を「又は」
に、「とき」を「とき。」に改め、同条第３号中「とき」を「とき。」に改め、同条第４号
中「通常総会」の次に「又は総代会」を加え、「とき」を「とき。」に改め、同条第５号中
「休止しようとし」を「休止しようとするとき、」に、「とき」を「とき。」に改め、同条
第６号中「民法第７０条の規定により、」を削り、「なし」を「したとき、」に、「受けたと
き」を「受けたとき。」に改め、同条第７号中「とき」を「とき。」に改め、同条第８号中
「第３５条第２項又は法第４１条第１項」を「第３３条第１項又は法第３５条第２項（法第４７条第６
項において準用する場合を含む。）」に、「とき」を「とき。」に改め、同条を第５条とす
る。
第７条中「第９条」を「第２３４条」に、「第１１条」を「第２４２条」に、「第５条」を「第１５８
条」に改め、同条を第６条とし、第８条を第７条とし、第８条の２を第８条とする。
別記第１号様式中「平成」を削り、「創立総会決議録」を「創立総会議事録」に改める。
別記第３号様式中「（第７条関係）」を「（第６条関係）」に改め、「平成」を削り、
「第 号」を「第１号」に改める。
別記第４号様式中「（第７条関係）」を「（第６条関係）」に改め、同様式その１中「平
成」を削り、「第６５条」を「第６９条第１項」に、「したいから認可されるよう」を「するこ
との認可を受けたいので」に改め、同様式その１の１の事項から９の事項までを次のように
改める。
１ 合併理由書
２ 合併によって設立する組合の定款
３ 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
４ 合併によって設立する組合の事業計画書
５ 合併によって設立する組合の収支予算書
６ 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その
他必要な手続があったことを証する書面
７ 法第４７条の２第２項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過
を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
８ 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表（最終事業年度
がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表）
９ 合併の当事者たる組合が法第６８条の３第４項において準用する法第４９条第３項の規定に
よる公告及び催告（同条第５項の規定により公告を官報のほか法第２６条第３項の規定によ
る定款の定めに従い同項第２号又は第３号のいずれかに掲げる公告方法によってした場合
にあっては、これらの方法による公告）をしたことを証する書面
別記第４号様式その１の９の事項の次に次の３事項を加える。

１０ 異議を述べた債権者があるときは、法第４９条の２第２項の規定により当該債権者に対し
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弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目
的として相当の財産の信託をしたこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがない
ことを証する書面

１１ 合併によって設立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
１２ 役員の選任並びに２、４及び５の書類の作成が法第６８条の４第２項の規定による設立委
員によってなされたものであることを証する書面
別記第４号様式その２中「平成」を削り、「第６５条」を「第６９条第１項」に改め、同様式
その２の１の事項から９の事項までを次のように改める。
１ 合併理由書
２ 合併後存続する組合の定款
３ 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
４ 合併後存続する組合の事業計画書
５ 合併後存続する組合の収支予算書
６ 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その
他必要な手続があったことを証する書面
７ 法第４７条の２第２項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過
を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
８ 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表（最終事業年度
がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表）
９ 合併の当事者たる組合が法第６８条第４項及び第６８条の２第６項において準用する法第４９
条第３項の規定による公告及び催告（同条第５項の規定により公告を官報のほか法第２６条
第３項の規定による定款の定めに従い同項第２号又は第３号のいずれかに掲げる公告方法
によってした場合にあっては、これらの方法による公告）をしたことを証する書面
別記第４号様式その２の９の事項の次に次の１事項を加える。

１０ 異議を述べた債権者があるときは、法第４９条の２第２項の規定により当該債権者に対し
弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目
的として相当の財産の信託をしたこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがない
ことを証する書面
別記第５号様式中「（第７条関係）」を「（第６条関係）」に改め、「平成」を削る。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の消費生活協同組合法施行細則の規定に
基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の消費生活協
同組合法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げ
ない。

風致地区内建築等規制条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年１０月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９８号

風致地区内建築等規制条例施行規則の一部を改正する規則
風致地区内建築等規制条例施行規則（昭和４５年北海道規則第７７号）の一部を次のように改
正する。
第５条第１号を次のように改める。
� 独立行政法人森林総合研究所
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第６４５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年１０月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� ＰＰＣ用紙Ａ４再生上質紙１冊（５００枚／冊）当たりの単価
調達予定数量 ６６，０００冊

� ＰＰＣ用紙Ａ３再生上質紙１冊（５００枚／冊）当たりの単価
調達予定数量 ８７０冊

２ 落札を決定した日
平成２０年９月１９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 札幌市中央区南１条西３丁目２番地
� 住 所 大丸藤井株式会社
４ 落札金額
� ２９０円
� ５８０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年８月１日付け北海道告示第５１６号
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７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

北海道告示第６４６号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
馬の所有者に対し、当該馬について、馬伝染性貧血の予防のための検査を受けることを命ず
る。
平成２０年１０月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的
馬伝染性貧血の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の
市 町 村 名

実 施 の 期 日
（当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

厚 岸 町 平成２０年１０月１４日から１２月１２日まで
３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で飼育している馬。ただし、生後１８０日未満のもの、種付けの用に供し、

又は供する目的で飼育している雄馬、家畜伝染病予防法第１３条第１項の届出をしているも

の及び家畜防疫員が疾病その他の事由により検査を受けることが困難と認めたものを除く。

４ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第６４７号

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定により、次のとおり営業停止の処

分をした。

平成２０年１０月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 処 分 を し た 年 月 日 平成２０年９月２７日

２ 処 分 を 受 け た 者

� 商号及び代表者の氏名 株式会社平和産業 小 林 明

� 主たる営業所の所在地 久遠郡せたな町大成区都２３２番地の２
� 建設業の許可の番号 （般－１８）檜第４２１号

３ 処 分 の 内 容
� 営 業 停 止 の 範 囲 業種、地域、公共工事、民間工事の範囲を限定せず、営業

の全部停止
� 営 業 停 止 の 期 間 平成２０年１０月７日から２１日までの１５日間
４ 処分の原因となった事実 上記の者が建設業法第２８条第１項第２号に該当した。

北海道告示第６４８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年１０月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
北見環状線
北海道網走土木現業所

北見市緑町３丁目７番１４地先から
北見市中央三輪３丁目５３０番５地
先まで

前 １７．６０�から
３８．００�まで ５６８．５０� ――

前 ９．００�から
６５．２０�まで ６３４．３３� ――

後 １７．６０�から
４２．４０�まで ５６８．５０� ――

二又北見線
北海道網走土木現業所

北見市開成７８３番７地先から
北見市開成７８３番７地先まで 前 ２６．８２�から

２６．８２�まで ４１．６０� ――

後 ４０．０３�から
５１．１７�まで ４１．６０� ――

道教育庁石狩教育局告示

北海道教育庁石狩教育局告示第３９号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２０年１０月７日

北海道教育庁石狩教育局長 宮 内 敏 文
１ 入札に付する事項
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� 調達をする物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
ア パーソナルコンピュータの賃貸借 一式２２４台 （普通科高等学校用及び肢体不自由

特別支援学校用）
イ パーソナルコンピュータの賃貸借 一式２７台 （視覚障害特別支援学校用及び知的

障害特別支援学校用）
� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
� 契 約 期 間
ア 平成２１年１月９日から平成２６年１２月２６日まで。ただし、予算の範囲内で当該契約期
間を変更することがあり得る。
イ 平成２１年１月９日から平成２５年１２月２７日まで。ただし、予算の範囲内で当該契約期
間を変更することがあり得る

	 納 入 期 限
ア 平成２１年１月９日（金）
イ 平成２１年１月９日（金）


 納 入 場 所
ア 北海道札幌月寒高等学校、北海道札幌丘珠高等学校、北海道札幌白石高等学校、北
海道札幌稲西高等学校、北海道恵庭北高等学校、北海道真駒内養護学校、北海道手稲
養護学校
イ 北海道高等盲学校、北海道白樺高等養護学校、北海道札幌高等養護学校

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成１９年北海道告示第１３号又は平成２０年北海道告示第４３号に規定する物品の賃貸借の
資格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

	 当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�及び	に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２０年１０月７日から１０月２４日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区北３条西７丁目

北海道教育庁石狩教育局企画総務課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁石狩教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館３階 第１研修

室（送付による場合は、郵便番号０６０－８５４９ 北海道教育庁石
狩教育局企画総務課）

� 入 札 日 時
ア 平成２０年１１月１７日（月） 午前１０時
イ 平成２０年１１月１７日（月） 午前１１時
（ア、イともに送付による場合は、平成２０年１１月１４日（金）までに必着のこと。）

� 開 札 場 所 �に同じ。
	 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、電子メール又は郵送による交付を希望する場合は、次
のとおりとする。

ア 電子メールによる交付を希望する場合
契約に関する事務を担当する組織にその旨を電子メールで申し込むこと。
（メールアドレス：teramachi.daisuke@pref.hokkaido.lg.jp）

イ 郵送による交付を希望する場合
Ａ４判用紙が入る返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１６０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道教育庁石狩教育局企画総務課に申し
込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
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価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�から�まで及びから�までによるほか、次
による。
� 入札金額に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１月当たりの契約金額の
１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。

� 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁石狩教育局企画総務課
イ 所 在 地 郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５８７０
１０ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Personal Computer 224 1 set

ｂ Personal Computer 27 1 set

Ｂ．Bidding date and time :

ａ 10 : 00 A.M. November 17, 2008

ｂ 11 : 00 A.M. November 17, 2008

(If mailed, bids must arrive no later than November 14.)

Ｃ．Contact

Accounting Division, General Affairs Department, Ishikari District Bureau of Education,

Hokkaido Office of Education Nishi 7, kita 3, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-8549,

Japan

Phone : 011-204-5870

正 誤

○平成２０年９月３０日（第２０１４号）

北海道規則第９４号（北海道税条例施行規則の一部を改正する規則）中に次のとおり誤りが
あったので訂正する。
ページ 欄 行
４７ 左 ７

誤 道民税 有 年 月 日
無 年 月 日 の事業年度から 月間

正 住民税 有 年 月 日
無 年 月 日 の事業年度から 月間

ページ 欄 行
４７ 左 ９

誤 道 民 税 有 年 月 日
無 年 月 日 の事業年度から 月間

正 住 民 税 有 年 月 日
無 年 月 日 の事業年度から 月間
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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